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一人一人の環境保全行動の実践に向けて
̶環境教育の推進と環境モニタリング情報の活用̶

　温室効果ガス排出削減目標に関する京都議定書が 1997 年に合意され、日本は 2008 年

～ 2012 年の排出量を、1990 年に対して６％削減することを目標としている。しかし、

2002 年の部門別 CO2 排出量は、産業部門が依然として最も多いものの 1.7％削減となっ

ているのに対し、家庭部門は減少するどころか 28.8％の増加となっており、国民一人一

人のエネルギー問題に対する関心の喚起と理解、そして省エネルギーに対する取組が求

められる。また、水質汚染や大気汚染、廃棄物等の様々な環境問題に対しても、個人の

取組姿勢は極めて重要と言える。

　2003 年のエネルギー問題や環境問題に対する意識調査の結果によると、環境保全行

動に関して若年層（20 代）に、「自分に何ができるかわからない」（60.2％）、「行って

も効果を実感できない」（61.1％）という意識がみられる。このような結果からも、各

個人の取組に大きな影響をもつ環境教育の普及は早急に対応すべき課題であると考え

られる。

　日本の初等・中等教育における環境教育は、社会科、理科等の各教科から独立した教

科として位置付けられてはいないものの、各教科等において学校の教育活動全体を通じ

て実施されている。しかし、小中学校ともに取組頻度の高い学校と低い学校の混在がみ

られ、より充実した環境教育に向けて更なる支援が望まれる。高等教育では環境問題に

対する意識の低い学生を対象に環境教育の徹底が望まれる。また、将来児童や生徒の環

境教育を進める上で重要な役割を果たす教員の養成課程において、環境教育は必修科目

となっておらず、これも課題として挙げられる。

　環境教育の目標は、各個人の環境保全行動を促進させることにあり、その過程は、①

環境の現状把握と問題認識、②個人が取り組める具体的行動の理解、③個人の環境保全

行動の実施と継続、の３つの段階から成る。そして、各段階における課題を克服するに

は、可視化等の手法によって、問題や行動の成果を身近に感じられるようにすることが

極めて有効と考えられる。そのためには、環境モニタリング情報の活用や、結果を具体

的な数値等により伝達する機器の開発といった取組が重要である。

　以上のことを踏まえて、国民一人一人の環境保全行動を推進するため、以下の３点に

注目することが望まれる。

盧 初等・中等教育における環境教育の支援の充実と高等教育における環境教育の一層

の推進

盪環境に関する問題意識の喚起と環境保全に向けた具体的行動の理解の促進

蘯 環境保全行動の継続を容易にするフィードバック機能を備えたシステム・機器の普

及と開発

科学技術動向

概　要
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　温室効果ガス排出削減目標に関

する京都議定書が 1997 年に合意

され、日本は 2008 年～ 2012 年に

おける排出量の目標を、1990 年

排出量に対して６％削減としてい

る。1990 年から 2002 年までの排

出部門毎の CO2 排出量の変化１）

は、産業部門：1.7％削減、工業

プロセス部門：14.0％削減、エネ

ルギー転換部門：0.3％削減となっ

ているが、廃棄物部門：43.2％増、

家庭部門：28.8％増、運輸部門：

20.4％増、業務・その他：36.7％増

となっている。割合的には依然と

して産業部門が多いものの、京都

議定書の目標を達成するには、国

民一人一人のエネルギー問題に対

する関心の喚起と理解の促進も重

要である。地球温暖化問題以外の

大気汚染や水質汚染、廃棄物等の

様々な環境問題に対しても、誰か

が取り組むべき問題であるという

意識から脱却し、国民一人一人が

当事者意識を持って取り組むこと

が極めて重要であると言える。し

かしながら、エネルギー問題や環

境問題に対する国民の意識調査結

果では、特に若年層（20 代）を中

心に意識が低いことを示唆してお

り、各個人の取組が大きな意義を

持つ環境教育の普及は早急に対応

すべき課題と考えられる。

　環境教育の大きな目的は、地

球温暖化問題や大気汚染問題、水

質汚染問題、廃棄物問題等の様々

な環境問題に対する各個人の環境

保全行動を推進させることであ

り、その過程は、①環境の現状

把握と問題認識、②個人が取り

組める具体的行動の理解、③個人

の環境保全行動の実施と継続、の

３つの段階から成る。ここでは、環

境教育を通して環境保全行動を推

進するために必要な取組について

述べる。

2   環境教育の充実の必要性 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆

２‐１

環境に関する意識調査結果

　図表１は、環境白書（2004 年

版）に報告された環境意識に関す

る国際比較２）である。図表１によ

れば、我が国の国民の意識は、「個

人が努力しても環境浄化のために

できることは多くない」、という

意見が他国に比較して多い結果と

なっている。図表２～４は、環境

省が実施した、「環境にやさしい

ライフスタイル実態調査」（2003

年度調査）の結果３）である。図表

図表１　個人の環境保全行動の効果に対する意識（国際比較）

参考文献２）をもとに科学技術動向研究センターにて作成
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２は、我が国において個人が実施

する環境保全行動がどの程度の効

果を及ぼすかを、年齢別に調査し

た結果であり、特に 20 代の若年

層において、「個人の環境保全行

動が役に立っている」という意見

が少ない。図表３は、省エネルギ

ーに関する意識調査を年齢別に実

施した結果である。「環境保全や

資源節約のために良いことだと思

う」という意見は、幅広い年齢層

において９割以上の人々が抱いて

おり、省エネルギーに対する必要

性は高いとされている。しかし、

実際の行動に関する質問では、「具

図表２　個人の環境保全行動の効果に対する意識（日本：年齢別）

性別 年齢別

全体 男性 女性 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上

調査数（Ｎ）  1171  545  602  109  169  201  280  258  135

非常に役立っている  2.0  2.6  1.7  1.8  1.8  2.5  0.7  1.9  5.2 

まあ役立っている  46.1  45.0  46.7  27.5  45.6  50.2  42.9  51.9  50.4 

あまり役立っていない  28.8  33.0  25.1  34.9  32.5  27.9  32.9  26.0  17.0 

全く役立っていない  1.8  1.8  1.7  3.7  1.2  1.5  0.7  2.3  2.2 

わからない  18.9  16.0  21.8  30.3  18.9  17.9  20.4  13.6  19.3 

無回答  2.4  1.7  3.2  1.8  0.0  0.0  2.5  4.3  5.9 

参考文献３）をもとに科学技術動向研究センターにて作成

図表３　省エネルギーついての意識（年齢別）

性別 年齢別

全体 男性 女性 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上

調査数（Ｎ）  1267  586  652  118  177  212  287  288  163

環境保全や資源節約のために
良いことだと思う  91.6  91.1  92.7  94.9  97.2  98.6  96.2  86.4  77.3 

具体的に何をしていいか
分からない  29.2  26.7  30.9  45.8  27.1  28.8  30.0  27.1  22.1 

手間や時間がかかる・面倒だ  25.5  25.0  25.7  33.1  30.5  26.0  27.5  18.4  22.7 

参考文献３）をもとに科学技術動向研究センターにて作成
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体的に何をしていいかわからな

い」、「手間や時間がかかる・面倒

だ」といった意見が、特に若年層

（20 代）において多くなっている。

また、図表４は、環境保全行動に

関する意識調査結果であるが、「環

境保全のために、自分でできるこ

とはすべきである」といった意識

は、幅広い年齢層において９割以

上の人々が持っている。しかし、

行動に関する質問に対しては、「自

分に何ができるかわからない」、

「行っても効果を実感できない」、

「定期的に行ったり、長続きをさ

せたりするのがむずかしい」とい

った意見が、特に若年層（20 代）

において多くなっている。

　図表５は、環境情報への感心と

満足度に関する意識調査結果４）で

ある。ここでは、「日常生活が環

境に及ぼす影響」、「環境問題が生

活に及ぼす影響」、「地域環境の情

報」、「地球環境問題の情報」等の

多くの項目への関心度が75％以上

であるのに対して、これらの情報

が得られているという満足度につ

いては低い結果となっている。

図表４　環境保全行動についての意識（年齢別）

性別 年齢別

全体 男性 女性 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上

調査数（Ｎ）  1267  586  652  118  177  212  287  288  163

環境保全のために、自分に
できることはすべきである  94.5  93.8  95.2  94.9  99.4  97.7  97.9  91.3  85.2 

自分に何ができるかわからない  38.7  37.5  40.1  60.2  38.4  36.8  43.2  34.7  27.6 

行っても効果を実感できない  37.2  33.5  40.6  61.1  48.0  43.3  37.2  27.1  19.0 

定期的に行ったり、長続き
させたりするのがむずかしい  42.1  42.0  43.0  64.4  52.0  47.1  41.4  34.4  27.0 

参考文献３）をもとに科学技術動向研究センターにて作成

図表５　環境情報に対する関心と満足度

参考文献４）をもとに科学技術動向研究センターにて作成 (N=1,267)
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２‐２

環境教育への取組

　人々が環境問題に対して意識を

持ち、環境保全行動の実施と継続

を行えるようにすることを目的と

する環境教育が国際的に展開され

たのは、環境問題をテーマとした

最初の国際会議である「国連人間

環境会議」（1972 年、ストックホ

ルムにて開催）に始まる。本会議

で採択された「人間環境宣言」の

中で、その重要性が明確に指摘

されたのを契機として、ユネス

コ（UNESCO）／国連環境計画

（UNEP）を中心として、環境教

育の国際的な取組が進められた。

1975 年にはベオグラードで「国際

環境教育ワークショップ」が 60

カ国、96 名の環境教育専門家の

参加を得て開催され、その際にと

りまとめられた「ベオグラード憲

章」において、「環境とそれに関

わる問題に気づき、関心を持つと

ともに、当面する問題の解決や新

しい問題の発生を未然に防止する

ための知識、技能、態度、意欲、

遂行力を身に付けた人々を育てる

こと」の重要性とそのための環境

教育の内容、在り方等のフレーム

ワークが示された５）。

　これを受けて、1977 年にトリビ

シにて政府間会議が開催され環境

教育の目標として、図表６に示す

内容が示され、その後の環境教育

の基本となった。

　このなかで、環境教育が他の学

習と異なる点は、環境教育は単な

る知識ではなく活動に参加するこ

とと行動することが求められてい

る点である。つまり、環境教育の

成果は、実際に社会生活を営むな

かで行動として現れ、何らかの効

果として現れなければならないと

いうことである７）。

　我が国で、環境教育の取組が急

速に広まったのは、昭和 60 年代

（1985 年から）に入ってからであ

る。1988 年３月、環境庁の環境教

育懇談会が、環境教育の基本的考

え方を明らかにして以降、国にお

いて積極的な環境教育・環境学習

の取組が進められた。当時、環境

教育・環境学習への関心が高まり

始めた背景には、特定の発生源に

対する厳しい環境規制が効果を発

揮して産業公害が一応沈静化しつ

つある一方で、日常生活や通常の

事業活動が大きな原因となってい

る都市・生活型公害については改

善が見られず、むしろ悪化してい

たことが挙げられる。

　1993 年に成立した環境基本法

では、「環境の保全に関する教育

及び学習の振興」を環境保全のた

めの主要な施策の一つとして規定

し、我が国においても、環境教育・

環境学習の重要性が法制上位置付

けられた。

　また、地球温暖化問題と深く

関係するエネルギーの利用に関し

て、国民の理解を深めることが重

要な課題となっており、1997 年４

月に開催された「第 26 回総合エ

ネルギー対策推進閣僚会議」にお

いては、ライフスタイルの見直し

を含めた、一人一人のエネルギー

問題への一層の取組や、資源・エ

ネルギーに関する教育の充実等

の重要性が取り挙げられた５）。ま

た、2005 年９月には、エネルギ

ー環境に関連した教育を底上げ

し、国民のエネルギー問題への関

心喚起と理解促進を目的として、

日本エネルギー環境教育学会８）が

設立され、その活動が展開され始

めている。

　環境教育は、各年齢層の各個人

が学校、家庭、地域、職場等、様々

なフィールドにおいて、ただ単に知

識を身に付けるだけではなく、今ま

では気付かなかったか、自分とは関

係がないと思っていた環境問題を

自分に大きく関連する問題として

捉え、それに向けて具体的な行動

を継続する実践力が極めて重要で

ある。環境教育を通した環境問題

に対する取組は、これからもます

ます大きな意義を持つ。

図表６　環境教育の目標（トリビシ宣言）

関心 社会集団と個々人が、環境全体及び環境問題に対する感受性や関心を獲得すること
を助ける。

知識 社会集団と個々人が、環境全体及びそれにともなう問題について基礎的な知識を獲
得し、様々な経験をすることを助ける。

態度 社会集団と個々人が、環境の改善や保護に積極的に参加する動機、環境への感性、
価値観を獲得することを助ける。

技能 社会集団と個々人が、環境問題を確認したり、解決する技能を獲得することを助ける。

参加 環境問題の解決に向けたあらゆる活動に積極的に関与できる機会を、社会集団と
個々人に提供する。

参考文献６）より

3   日本の環境教育と環境先進国の環境教育事例 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆

３‐１

日本の環境教育の現状

　持続可能な社会の実現に向け

て、環境教育は子供から大人まで

幅広い年齢層を対象に、様々な場

面において積極的に進められなけ

ればならない。また、環境教育は、

環境保全に向けた具体的な行動に

つなげることが重要であるため、

実践や体験を重視した方法が望ま
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しい。図表７に、日本の環境教育

の推進施策の概念図９）を示す。実

践や体験を重視した環境教育を展

開するには、①人材の育成、②プ

ログラムの整備、③情報提供、④

場や機会の拡大、が重要である。

これらは、後述する、初等中等教

育における環境教育、高等教育に

おける環境教育、社会教育におけ

る環境教育、の全てにおいて重要

である。また、各省庁間の連携強

化、国と地方公共団体の役割分担

及び連携強化、民間事業者等を活

用した環境教育等の推進、等が推

進面で重要であるとともに、国際

図表７　 日本における環境教育の推進施策の
概念図

参考文献９）より

図表８　学習指導要領における環境教育に関わる主な内容（1998 年改訂の学習指導要領）

小学校 中学校 高等学校

社会科、
公民科

（３・４学年）
藺 飲料水、電気、ガスの確保や廃棄物
の処理と自分たちの生活と産業のか
かわり

（５学年）
藺 公害から国民の健康や生活環境を守
ることの大切さ
藺 国土の保全や水資源の涵養のための
森林資源の働き

（地理的分野）
藺環境やエネルギーに関する課題

（公民的分野）
藺 公害の防止など環境の保全
藺 地球環境、資源・エネルギー問題に
ついて課題学習

（現代社会）
藺公害の防止と環境保全
藺地球環境問題などについて課題学習

（政治・経済）
藺公害防止と環境保全

理科
（６学年）
藺 自然環境を大切にする心やよりよい
環境をつくろうとする態度

（第１分野）
藺 環境との調和を図った科学技術の発
展の必要性
藺 人間が利用しているエネルギーには
水力、火力、原子力など様々あること、
エネルギーの有効利用の大切さ

（第２分野）
藺 自然環境を調べ、自然環境は自然界
のつり合いの上に成り立っているこ
との理解
　自然環境保全の重要性の認識

（理科総合Ａ）
藺 化石燃料と原子力及び水力、太陽エ
ネルギーなどの特性や有限性及びそ
の利用

（理科総合Ｂ）
藺 水や大気の汚染、地球温暖化、生物
の多様性などを取り上げ、生物と環
境とのかかわり、地球環境の保全の
重要性などを扱う

生活科

（１・２学年）
藺 自分と身近な動物や植物などの自然
とのかかわりに関心をもち、自然を
大切にすること

家庭科、
技術・家庭科

（５・６学年）
藺 環境に配慮した自分の家庭生活の
工夫

（家庭分野）
藺 自分の生活が環境に与える影響につ
いて考え、環境に配慮した消費生活
の工夫

（家庭基礎・家庭総合・生活技術）
藺 環境負荷の少ない生活を目指して生
活意識や生活様式を見直すこと

体育、
保健体育

（３・４学年）
藺 健康に過ごすためには、生活環境を
整えることが必要であること

（保健分野）
藺 環境の保全に十分配慮した廃棄物の
処理の必要性
藺 地域の実態に即して公害と健康の関
係を取り扱う

（保健）
藺 人間の生活や産業活動は、自然環境
を汚染し健康に影響を及ぼすことも
あること、このための様々な対策
藺 学校や地域の環境を健康に適したも
のとするよう基準が設定され、環境
衛生活動が行われていること

道徳 （５・６学年）
藺自然環境を大切にする 藺自然の愛護

総合的な
学習の時間 藺体験的、問題解決的な学習を行う 藺体験的、問題解決的な学習を行う 藺体験的、問題解決的な学習を行う

太字は新学習指導要領において新たに追加                                                                                                                                                               参考文献 11）より
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的な協力体制も有効である。現在、

環境教育に関する国際協力として

は、アジア・太平洋地域諸国にお

ける環境教育の充実および普及を

図るため、ユネスコ・アジア太平

洋地域教育開発計画（APEID）へ

の協力の一環として、専門家を我

が国に招致してセミナーを開催す

るとともに、財団法人ユネスコ・

アジア文化センターにおける環境

等に関する教材の開発および普及

の支援が行われている 10）。

盧初等・中等教育における
　環境教育
①制度
　我が国の初等・中等教育におけ

る環境教育としては1965年前後の

公害問題等を契機として、社会科、

理科、保健体育科等で環境に関す

る内容が取り扱われはじめ、その

後、内容の充実が進められてきた。

1989 年の小・中・高等学校学習指

導要領の改訂では、環境教育は環

境に関わる内容の理解だけにとど

まらず、環境問題の解決に必要な

能力を育成することの重要性、す

なわち社会の変化に主体的に対応

できる能力や態度の育成、体験的

な学習や問題解決的能力の育成が

強調された。1998 年（高等学校は

1999 年）に改訂された学習指導要

領においては、社会科や理科など

の各教科における環境に関わる内

容の一層の充実が図られた。ここ

では、新設された「総合的な学習

の時間」において、環境問題につ

いて、体験的・問題解決的な学習

を通して、教科横断的・総合的に

学習を深めることができるよう改

善充実が図られた 11）。図表８に、

1998 年に改訂された学習指導要領

における環境教育に関わる主な内

容を示す。なお、2004 年度には小

学校の 75.3％、中学校の 52.8％が

「総合的な学習の時間」において、

環境を課題とした学習に取組んで

いる 12）。

②小中学生の意識
　図表９は、環境省が実施した、

小中学生版「環境にやさしいライ

フスタイル実態調査（2003 年度

調査）」結果の中の環境問題に対

する考え方を示す 13）。この結果よ

り、「ものの無駄づかいをしたり、

大量のごみを出したりする今の生

活は改めた方がよい」、「環境問題

は自分にも影響がある問題だと思

う」といった考え方は広く浸透し

ていることがわかる。しかし、「環

境保全のために積極的に行動した

い」といった行動意欲に関しては

更なる意識喚起が望まれる。

　先に記述した図表２～４の意識

調査結果では、20 代の若年層にお

いて、環境問題に取り組む意識が

図表９　小中学生の環境問題に対する考え方

参考文献 13）をもとに科学技術動向研究センターにて作成（N=2,221）

低いという結果となっていたが、

1998 年の学習指導要領に基づいて

開始された、各教科や「総合的な

学習の時間」を通した環境教育の

更なる充実が進められれば、今後

は若年層の環境問題に対する取り

組む意識の向上が期待される。

③教職員の意識
図表 10 と図表 11 は、C国立環境

研究所により小中学校の教職員を

対象に実施された、「環境教育・

環境学習の推進に関するアンケー

ト調査」の結果である。図表10は、

環境教育・環境学習に取り組むと

きの問題点を示しており、小中学

校ともに、「予算が少ない」につ

いで、「時間の確保が困難である」

図表 10　環境教育・環境学習に取り組むときの問題点

参考文献 12）より
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の意見が多くなっている。また、

「取り組み方法がわからない」、「指

導者研修の機会が少ない」等の意

見も 20％前後であり、教職員の環

境教育に関する指導力の向上が必

要である。ここでは、図表７に示

した①人材育成、②プログラムの

整備、③情報提供、等における課

題が伺える。また、図表 11 は、「取

組頻度」に関する結果を示す。小

中学校ともに、取組頻度の高い学

校と低い学校が混在しており、④

場や機会の拡大という面でも課題

があることがわかる。これらの結

果より、環境学習を行うための支

援の充実、全ての学校における環

境学習の一層の推進が求められて

いると言えよう。

盪高等教育における環境教育
　大学等における環境に関する

教育研究は、様々な学部・学科

において実施されており、環境に

関わる人材の養成も、大学等の自

主的・自律的な取組として推進

されている。現在、国立大学に

おいては 52 大学に、公私立大学

においては 133 大学に「環境」と

名の付く学部・学科が設置され

ており、また、国公私立合わせて

576 大学において環境に関する授

業科目が開設されている 10）。ま

た、環境マネジメントシステム規

格である ISO14001 の認証を取得

した大学では、環境マネジメント

システム（EMS：Environmental 

Management System）構築に学

生を参加させることを通して、実

践的な環境教育の取組が展開され

始めている。このように、環境に

関する教育は多くの大学で展開さ

れ、より望ましい状況になりつつ

ある。今後は、環境問題に対して

意識の低い学生をも含めて、更に

多くの学生が環境に関する科目を

受講して、環境保全行動の実践力

を習得できることが望まれる。

　また、前述した初等・中等教育

において環境教育がより確実に実

践されるためには、より多くの教

師が環境教育の基本を身につける

必要がある。しかし、図表 10 に

示された結果のように、「取り組

み方法がわからない」指導者が

20％前後いることから、指導者へ

の環境教育の徹底は急務である。

現在の大学の教員養成課程の中で

は、環境教育は必修科目としては

位置付けられていない。よって、

これからの初等・中等教育にお

ける環境教育の徹底に向けて、環

境教育の人材育成といった観点か

ら、教員養成課程での環境教育科

目の必修化が強く望まれる。

蘯社会教育における環境教育
　環境教育は、子供から大人まで

幅広い年齢層を対象に、学校以外

にも社会の様々な場面において積

極的に進められなければならない。

　社会教育施設における環境教育

は、公民館、図書館、博物館など

の社会教育施設が中核となってい

る。環境問題を含む地域における

種々の課題を総合的に把握した上

で、事業の企画、実施、評価を一

体的に行うモデル事業が実施され

ている。また、その成果の全国的

な普及啓発を行うことを通じ、社

会教育の一環としての環境教育が

推進されている。特に、環境に関

する子どもの体験活動としては、

地域の身近な環境問題をテーマ

に、子どもたちが自ら企画し、継

続的な体験学習を行う体験型環境

学習が推進されている 10）。

　現在、社会教育における環境教

育の「場や機会の拡大」への取組

は、多くの省庁によって、図表 12

に示したような施策が展開されて

いる。図表 13 はその一例であり、

小中学生が誰でも参加できる環境

についての活動「こどもエコクラ

図表 11　環境教育・環境学習の取組頻度

12 30 21 19 10 8

16 38 22 14 8 3

19 38 22 14 5 3

15 28 18 25 8 8

8 25 16 25 14 10

7 23 25 21 11 14

7 33 26 16 9 9

0 20 40 60 80 100
%

0 20 40 60 80 100
%

合計（n=250） 
合計（n=137） 

1年（n=46） 

2年（n=44） 

3年（n=47） 

1年（n=37） 

2年（n=37） 

3年（n=40） 

4年（n=49） 

5年（n=44） 

4年（n=43） 

年に1回程度 

毎週 

年3～4回程度 

その他 不明 

月1回程度 月2～3回程度 

18 30 12 18 10 12

20 26 13 20 11 11

21 30 11 14 14 11

13 34 13 19 6 15

年1回程度 年3～4回程度 月1回程度 月2～3回程度 毎週 その他 

参考文献 12）より（小学校N=64、中学校N=60）
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ブ」の認知度に関する調査結果（環

境省実施）であるが、認知度はま

だ 23.9％という結果であった。現

在展開されている活動に関する情

報提供を、より積極的に行うこと

が必要である。

３‐２

環境先進国の環境教育事例

盧環境指標の世界ランキング
　環境パフォーマンス指数

（Environmental Performance 

Index：EPI）とは、環境パフォー

マンスの目標を設定し、各国の環

境持続可能性についての達成状況

を評価するものである 14、15）。EPI

はエール大学の環境スクールとコ

ロンビア大学地球研究所の環境専

門家らにより作成された指標で、

結果は毎年発表されている。EPI

は環境汚染防止と天然資源管理の

成果を量的に評価する手法の一つ

であり、環境に関する政策決定の

参考にされている。2006 年 EPI

の国別環境パフォーマンスランキ

ン グ（Pilot 2006 EPI） で は、 ニ

ュージーランドが１位、以下、ス

ウェーデン、フィンランド、チェ

コ、イギリスの順となっており、

日本は 14 位であった。ちなみに、

米国は 28 位であり、環境衛生の

項目では最高の評価を受けたもの

の、再生可能エネルギー、温室効

果ガス排出および水資源などの重

要項目で高得点を得ることができ

なかった。

盪スウェーデンの環境教育事例
　ここでは、EPI で２位と評価さ

れている環境先進国スウェーデン

における環境教育を紹介する。大

きな特徴は、以下に示すように就

学前の教育や社会教育の充実等が

挙げられる 17、18）。

蘆 保育園において、あらゆる学

習の基礎を築く重要な段階であ

る就学前の幼児を、地域の自然

（水辺、里山、森林）に出向か

せ、さまざまな遊びや楽しい活

動（自然体験）を通して、環境

に対する興味を持たせ、自然の

循環を学ばせる活動（ムッレ活

動①）が広く取り込まれている。

蘆 環境教育の主体は、自治体、公

立や私立の保育園・幼稚園、小

学校、中学校、高校、大学の

教育機関、企業、財団などの

NPO 等、多様にわたっている。

しかも、それぞれの施設や機関

は、共通の政策や目標を共有し

ているため、単独に活動するの

ではなく、他の施設や機関と協

働して活動を展開している。

蘆 自治体の議会や行政方針が実際

の学校教育に強く結びついてお

り、各自治体はローカルアジェ

ンダ 21②に積極的に取組んでい

る。また、その活動は市民レベ

ルで認識され、浸透している。

蘆 環境教育を進めていくうえで、

社会教育施設（博物館等）が有

効的に活用されている。

　スウェーデンにおいて、幼児期

から五感を通した自然体験型環境

教育が重要視されているのは、自

然に接する年齢が幼ければ幼いほ

ど、その子供は将来、自然に対す

る興味が大きくなるという考えに

基づいている。実際に自然の中で

自然の循環（水の循環、空気の循

環、生物の循環（食物連鎖）等）

を学ばせることにより、ヒトも自

然の大きな循環の一部であること

を理解させ、環境問題を引き起こ

さないための基本となる考えを定

着させている。また、教わった内

容を子供たちが家庭で話すという

行為により、家族ぐるみで環境に

ついて考えるようになり、親たち

への教育効果も期待されている。

　兵庫県・市島町では、スウェー

デンの環境教育の一つである「森

の妖精ムッレ活動」を 1990 年か

ら導入している。図表 14 はその

教育効果を調べるアンケート結果

（2000 年）の一部（中学生２年生

に対する環境問題に関する意識）

である 18）。「環境問題に関心があ

る」、「環境問題は世界の重要な問

題であると思う」といった質問に

対して、ムッレ活動の経験者と非

経験者とに大きな差がでており、

日本においてもムッレ活動の有効

性が検証されている。

　スウェーデンの保育園で展開さ

れている、幼児期からの自然体験

型学習は、今後の日本の環境教育

を充実させる上での大きな示唆と

なる。また、スウェーデンにおけ

る、環境教育の主体間の強い協働

体制の確立、ローカルアジェンダ

21 の市民の取組、等も学ぶべき点

として挙げられる。

①ムッレ活動
　スウェーデンの野外生活推進協会が開発した、5、6才の幼児を対象にした自然教
育プログラムにもとづいて、現在、保育園で展開されている。この活動は、地域に密
着した就学前段階の環境教育活動として、人口880万人のスウェーデンにおいて、
40年間で200万人以上の子供たちが参加している。。

②ローカルアジェンダ21
　1992年に開催された国連環境開発会議（UNCED）で採択されたアジェンダ21
が目指す持続可能な開発（Sustainable Development）の実現に向けて、地方にお
いて環境政策の行動計画として策定されるものである。

■用語説明■
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施策名 実施省 概要

人
材
の
育
成

環境教育リーダー研修基礎講座 文部科学省
環境省 継続 教員及び地域の活動実践リーダーを対象に環境教育の基本的知識の習得と体験学習を重視した研修を

行い、学校の児童生徒や地域の人々に対する環境教育・環境学習を推進

森林環境教育の推進 農林水産省
文部科学省（一部） 継続 森林体験学習等の指導者や企画運営者の研修、森の子くらぶの受け入れ体制の整備、学校林の整備・

活用とモデル学校林の設定等の条件整備を実施

環境学習フェア 文部科学省 継続 環境教育担当教員の資質向上のため、環境学習フェアを開催

海辺の達人養成講座 国土交通省 継続 18歳以上の男女を対象に海辺において安全に活動するために十分な知識と技量を兼ね備えた指導者の
育成の実施

自然環境保全活動に関する
人材育成 環境省 継続 自然公園指導員に対する研修の実施、パークボランティアの養成、自然解説活動指導員の育成等を

実施

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
整
備

環境教育実践普及事業 文部科学省 継続 環境のための地球学習観測プログラム（GLOBE）モデル校や環境教育推進モデル地域を指定するなど、
環境教育に関する優れた実践を促し、その成果を全国へ普及

愛知万博での
環境教育・環境学習啓発事業 環境省 継続 愛知万博会場において実施する、環境教育・環境学習の啓発事業について検討

地球温暖化問題に関する児童・
生徒への効果的な環境教育実施
事業

環境省 新規
児童・生徒が、地球温暖化問題の重大性を正しく認識・理解し、地球温暖化防止のための行動が「習
慣」として実行できるようにするため、学校向け学習教材を作成するとともに、教材を有効に活用す
るためのモデル授業を行う

情
報
提
供

環境教育・環境学習に関する
総合的な情報提供

文部科学省
環境省 継続 環境教育・環境学習に関する多様な情報を収集し、インターネットで幅広く提供する総合的なデータ

ベースを公開、運用

消費者の自主的活動の推進 経済産業省 継続 消費者の自主的活動の推進

大気環境保全に関する
普及啓発事業 環境省 継続 市民参加による酸性雨の簡易測定の普及「大気汚染防止月間」における各種キャンペーン、全国星空

継続観察、音環境モデル都市事業等の大気環境保全に関する普及啓発の実施

水環境保全に関する
普及啓発事業 環境省 継続 河川における水生生物による水質調査の実施、身近な水辺の整備等の水環境の保全に関する普及啓発

の実施

場
や
機
会
の
拡
大

省庁連携子ども体験型環境学習
推進事業

文部科学省、農林
水産省、国土交通
省、環境省

継続 地域の身近な環境をテーマに、子どもたちが自ら企画し、継続的な体験学習を行う事業を実施

エコスクール
パイロット・モデル事業

文部科学省、経済
産業省、農林水産
省、環境省

継続 太陽光発電、木材利用、雨水利用、断熱材の導入など環境にやさしい学校施設（エコスクール）のモ
デル的整備を推進（平成16年度：98校認定）

「子どもの水辺」再発見
プロジェクト

文部科学省、国土
交通省、環境省 継続 子供たちの体験活動の場として河川利用を促進

自然再生事業対象地の環境学習
への活用

農林水産省、国土
交通省、環境省 継続 各地で取組が開始される自然再生事業において、その対象地が自然環境学習の場として活用されるよ

う必要な協力に努める

子どもパークレンジャー事業 文部科学省
環境省 継続 子どもたちが自然保護や環境保全の大切さを学ぶため、全国各地の国立公園等において、自然保護官

の行う環境保全活動等に参加する事業を実施

豊かな体験活動推進事業 文部科学省 拡充 「体験活動推進地域・推進校」、「地域間交流推進校」、「長期宿泊体験推進校」を指定するとともに、
新たに命の大切さを学ばせるのに有効な体験活動について調査研究を実施

国立青少年教育施設における
環境学習事業 文部科学省 継続 独立行政法人国立少年自然の家などの国立青少年教育施設において、青少年の環境学習に資する事業

を実施

森林体験学習等の安全管理手法
の開発及び普及 農林水産省 継続 森林体験学習等における安全管理等の全国的な実態把握と調査結果の分析・類型化等を通じた安全管

理手法の開発と普及啓発を実施

遊々の森 農林水産省 継続 国有林のフィールドを学校等の体験学習の場として利用できる「遊々の森」の設定を推進

森林環境教育窓口設置 農林水産省 継続 自然体験等に関する幅広い相談に応じるため、森林環境教育に関する相談窓口を全国の森林管理局・
署に設置

学びのもりの推進 農林水産省 新規 子どもたちの継続的な森林体験活動を通じた森林環境教育の場、市民参加や林業後継者育成に資する
林業体験学習の場等の森林・施設の整備を実施

国民参加の
森林づくり活動の推進 農林水産省 継続 植樹祭等の緑化行事等の普及啓発や企業の社会貢献活動としての森林づくりをはじめとする森林ボラ

ンティア活動や高校生が一定期間山村に滞在し行う森林保全活動への支援を実施

海辺の自然学校 国土交通省 継続 港湾等における干潟・藻場・砂浜等の豊かな自然を市民が体験する場と機会を提供することにより、
海辺の環境に対する理解を深め、良好な自然環境の保全と、安全で豊かな海辺環境の形成を促進

水辺の楽校プロジェクト 国土交通省 継続 川を活かした環境教育の推進を図るため自然環境あふれる安全な水辺を創出

子どもの水辺サポートセンター 国土交通省 継続 ライフジャケットの貸し出しなど、水辺での活動の推進や水資源問題の啓発を実施する「子どもの水
辺サポートセンター」を開設（http://www.mizube-support-center.org/）

環境学習の拠点となる
都市公園等整備事業 国土交通省 継続 国営公園における環境学習に資するフィールドの整備、自然環境の保全、環境学習プログラムの提供

や地方公共団体による身近な自然とふれあう環境ふれあい公園の整備等を推進

世界子ども水フォーラム・
フォローアップ 国土交通省 新規 子どもたちが水に関わる諸問題について継続的に考える場を提供

我が家の環境大臣事業 環境省 新規
生活の中心となる家庭における環境保全活動等の取組を推進するため、インターネットを活用した「エ
コファミリー事業」や、複数の家族が集まり地域等で活動することをサポートする「ファミリーエコ
クラブ事業」を実施

こどもエコクラブ事業 環境省 継続 小中学生の地域における自主的な環境活動を支援するため、「こどもエコクラブ」の結成、登録を呼
びかける事業を実施

学校等エコ改修・
環境教育モデル事業 環境省 新規 学校校舎における環境負荷低減のための改修等のハード整備と、これを活用した学校、地域での環境

教育事業等のソフト事業を一体的に推進するモデル事業を実施

国立公園等の施設整備 環境省 継続 国立・国定公園等の歩道、キャンプ場等の基幹的利用施設、高度な自然学習や自然探勝のフィールド、
エコミュージアム等の整備を推進

図表 12　環境教育に関する施策

参考文献 16）より
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図表 13　「こどもエコクラブ」の認知

知っている 知らない 無回答

全体

小学生

中学生

男性

女性

政令指定都市

10万人以上

10万人未満

町村

性
別

都
市
規
模
別

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％ N

2,221

1,265

956

1,112

1,097

237

1,018

379

587

23.9 1.1

0.8

1.6

1.2

0.8

2.1

1.2

0.5

1.0

75.0

66.8

85.8

77.0

73.2

84.0

72.9

72.0

76.8

32.4

12.7

21.9

26.0

13.9

25.9

27.4

22.1

参考文献 13）より

図表 14　ムッレ活動が環境問題に対する意識に及ぼす効果

中学2年生、N=148                                                               参考文献 18）をもとに科学技術動向研究センターにて作成

4   環境保全行動の推進に向けての手段 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆

４‐１

環境保全行動への過程

　以上のように日本においては、

環境教育を一層進めるとともに、

環境教育が各個人の環境保全行動

に結びつくような施策が必要と考

えられる。環境教育が目指す「環

境保全行動への過程」は、大きく

分けて、次の３段階、①環境の現

状把握と問題認識、②個人が取り

組める具体的行動の理解、③個人

の環境保全行動の実施と継続、か

らなる（図表 15 参照）。段階①と

段階②には、環境に関する情報を

分かり易く効果的に提供すること

が重要であり、段階③は各個人が

取り組める行動の支援システム・

機器の普及が効果的である。

　以下に、各段階で有効と考えら

れる手段を提案する。

４‐２

環境に関する問題意識の喚起と
環境保全に向けた

具体的行動の理解の促進
（段階①と②）

盧環境に関する問題意識の喚起
　（段階①）
　一般的に、環境問題は認識しに

くく実感として捉えにくい面があ

図表 15　環境保全行動への過程

科学技術動向研究センターにて作成
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るが、この主な要因は、環境の現

状や変化を視覚的に捉えにくいた

めと考えられる。例えば、地球温

暖化の主原因物質である CO2 が

大量に排出されたとしても、この

ガスは無色無臭であるため、その

排出量の変化を直接認識すること

は難しい。つまり、多くの人が環

境問題（大気汚染度、水質汚染度、

エネルギー消費量、等）をより身

近な問題として捉えられるように

するには、身近な指標・分かりや

すい単位を使って表示することが

有効であると考えられる。例えば、

エネルギー使用量をCO2 排出質量

に換算して、具体的な単位にて表

示することにより、問題意識の喚

起を促すことができる。

　また、単に測定値を表示するだ

けではなく、環境基準（目標とす

る基準値）等との比較情報（環境

汚染の深刻度）や警告情報（現状

が継続すると発生しうる問題の例

示）も、問題意識の喚起に有効と

なる。

盪環境保全に向けた具体的行動の
　理解の促進（段階②）
　次の段階は、各環境問題に対し

て個人が取り組める具体的行動を

理解をさせることである。ここで、

具体的行動に関する情報を提供

する際に、「環境保全行動の結果、

得られる効果の表示」が効果的

と思われる。具体的な数値（例え

ば、自動車の走行を削減した距離

と削減された排出 CO2 量の関係、

食用油を排水口から流した場合の

油の量と水質浄化に必要な水量の

関係、電化製品の待機電力と排出

CO2 量の関係、等）を表示するこ

とは、行動意欲の向上といった側

面で有効である。

蘯メディアによる環境情報の伝達
　（段階①と②）
　環境モニタリングにより、環境

の現状や変化の数値化・可視化を

行い、環境保全に向けた具体的行

動を理解させる際には、様々なメ

ディアを通して情報を発信するこ

とが必要である。情報発信は、特

に環境問題に対する意識の低い人

を対象にする必要がある。

　インターネットを利用した情報

の提供は、環境問題に対して意識

の高い人に対しては、極めて有効

である。例えば、多くの日本国内

の大気測定局でモニタリングされ

た大気汚染情報はインターネット

を利用した「大気汚染物質広域監

視システム（そらまめ君）」によ

りリアルタイムに情報を入手する

ことができる 19）。しかし、意識の

低い人は情報を発信しているサイ

トにアクセスする可能性が低い。

意識の低い人向けには、環境モニ

タリングにより得られた情報に視

覚的効果を加え、多くの人々が問

題意識として捉えられる情報に加

工した上で、一方的に情報を発信

する手法を採ることが有効と考え

られる。例えば、人通りの多い場

所に設置された電光掲示板（液晶

掲示板）、電車内に設置された液

晶表示器を媒体とした情報の発

信、また、現在盛んになりつつあ

るテレビやラジオを利用した情報

発信も有効と考えられる。なお、

環境問題に対する意識が比較的低

い若年層に対しては、若者向けの

テレビ番組や若者の集まる地域で

の情報発信が特に有効と考えられ

る。

４‐３

環境保全行動の継続
（段階③）

　最後に必要な段階は、環境保全

行動の実施と継続である。環境保

全行動を持続させるには、各個人

の行動が環境保全へ及ぼす効果を

具体的な指標によって、フィード

バックさせる仕組みを取り入れる

ことが非常に重要である。また、

経済的インセンティブを働かせる

ために、金銭という指標を用いて

フィードバックさせることも有効

である。現在、展開されつつある

例を以下に示す。

盧CO2排出量を指標とした
　環境家計簿
　日々の生活において環境に負

荷を与える行動や環境保全行動を

「環境家計簿」に記録する提案が

なされている。この「環境家計簿」

により、各家庭から排出される

CO2 量を各家庭で把握することが

可能となる。CO2 量の削減活動の

図表 16　環境家計簿の例

参考文献 21）より
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効果はフィードバックされて次の

行動につながるため、環境保全行

動の継続が容易となる。消費者は

具体的な数値で自分の家庭がどれ

だけ環境負荷をかけているかを知

ることができ、無駄なエネルギー

消費やごみの量などの削減に結び

つけることが容易となる。また同

時に、家計負担を減らすという経

済的インセンティブが働く効果も

期待できる 20）。図表 16 に環境家

計簿の例 21）を示す。また、環境

家計簿のシステムを職場単位、地

域単位といったグループで普及さ

せることができれば、より大きな

効果が期待できる。

盪燃費情報を指標とした
　自動車用車載モニター

　家庭から排出されるCO2 のうち

自家用車から排出される割合が約

３割を占めている。したがって、

各個人が取り組むことができる環

境保全行動の一つであるエコドラ

イブ（燃料消費を抑制し、CO2 削

減に貢献する運転方法）の普及は、

地球温暖化対策の観点からも重要

である。エコドライブを継続させ

るツールとして、燃費情報をリア

ルタイムで表示する車載モニターが

有効である。運転者は運転状態に

よって変わる燃費情報がリアルタ

イムで得られるため、省エネ意識

を常時持ち続けてエコドライブを

継続することが容易となる 22）。

　このような、フィードバック機

能を持つ機器を低価格で普及させ

ることにより、エコドライブの普

及は加速される。

蘯CO2排出量と使用料金を
　指標とした消費電力モニター
　電力消費量を、リアルタイムで

具体的指標であるCO2 排出量や使

用料金に換算して、モニター表示す

ることにより、各個人の省エネ行動

を継続させることが容易となる。

　学校や職場、家庭にこのような

モニター機器を低価格で供給ある

いは各機器にモニター機能を装備

することにより、大きな効果が期

待できる。

5   まとめ 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆

　環境問題やエネルギー問題を解

決するには、一人一人のライフスタ

イルの変革が必要である。そのため

に、各個人の環境保全行動につな

がる環境教育の普及や環境モニタ

リング情報の活用が有効である。

　環境教育は、学校や社会の様々

な場面で、広範囲の年齢層の国民

に対して展開されなければならな

いが、その普及に向けては様々な

方法が考えられる。学校教育にお

いては、環境教育のための支援の

充実、環境教育の一層の推進が望

まれる。環境保全行動の実施に向

けては、環境に関する問題意識の

喚起や環境保全への具体的な行動

に関する情報を提供することが重

要である。また、環境保全行動の

継続に向けては、行動の効果をフ

ィードバックできるシステムや機

器の普及が重要である。以下に注

目すべき３点を示す。

① 初等・中等教育における環境教
育の支援の充実と高等教育にお
ける環境教育の一層の推進

　現在、初等・中等教育において

は、「総合的な学習の時間」や各

教科において環境教育が実施され

ているが、学校間に取組頻度に差

が見られ、教職員の指導力の向上

など環境学習を行うための支援の

充実が望まれる。

　高等教育においては、環境問題

に対する意識の低い学生を対象に

環境教育科目の履修の推進が望ま

れる。また、将来、児童・生徒に

対して環境教育を行うという意味

で、大学での教員養成課程におけ

る環境教育科目の履修の必修化も

望まれる。

② 環境に関する問題意識の喚起と
環境保全に向けた具体的行動の
理解の促進

　環境保全行動に向けての第一段

階として、問題意識を喚起するに

は、環境の現状や変化をモニタリ

ングして数値化・可視化すること

が重要である。またその際、具体

性のある単位による表示、環境基

準等との比較情報や警告情報の表

示が有効である。

　環境保全行動に向けての第二段

階では、環境保全につながる具体

的行動に関する情報を提供するこ

とが有効である。その際、環境保

全行動による効果を表示すること

がより望ましい。

　上記の情報は、環境問題に対す

る意識が低い人々を対象に伝達す

ることが特に重要である。そのた

め、問題意識が低い人々でも、容

易に問題意識が持てるように視覚

効果などを使った情報加工が必要

になる。情報のメディアとしては、

人通りの多い場所に設置された電

光掲示板（液晶掲示板）や、テレ

ビ等の利用が効果的である。

③ 環境保全行動の継続を容易にす
るフィードバック機能を備えた
システム・機器の普及と開発

　各個人の環境保全行動の継続は

重要である。行動を持続させるに

は、各行動が環境保全に対してど

のように効果を及ぼすかを、具体

的な指標を用いてフィードバック

することが有効である。例えば、

CO2 排出量を指標とした環境家計

簿、燃費情報を指標とした自動車
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用車載モニター、CO2 排出量や使

用料金を表示する消費電力モニタ

ーなどは有効である。そして、こ

れらのシステムや機器を低価格化

し、普及促進させることが重要で

ある。そのためには、システムや

機器の更なる開発に取り組む必要

がある。
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